
問１―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 浜口 誠 君 
問１（対大臣）．政府は、2020年に実施した実態

調査で、フリーランスを462万人と試算してい
るが、本法案で、保護の対象となるフリーラン
スは、462万人の内、何人ぐらいになるか。 

 浜口
はまぐち

誠
まこと

議員のご質問にお答えいたします。 

 本法案の保護対象についてお尋ねがありました。 
 
１．フリーランスの方を対象に、令和３年に、内

閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート
調査によれば、フリーランスのうち特定の事業
者から委託等を受けて仕事を行うものは、 

 約59.0%です。  
 
２．本法案の保護対象となるフリーランスについ

て正確な数字を申し上げることは困難ですが、
令和２年に内閣官房において実施したフリーラ
ンス実態調査によるフリーランスの試算人数の 
462 万人に、先ほど申し上げた 59.0% を単純に
掛け合わせると、約 273 万人となります。  

 
※ フリーランスの人数を試算した令和２年の政府の実態調

査では、フリーランスのうち特定の事業者から業務を受託
する個人の割合を把握できないため、令和３年に追加的に
実施した調査結果の割合を用いて仮に算定した数字。 

 
※ 調査における「フリーランス」は、令和２年及び令和３

年ともに、①自身で事業等を営んでいる、②従業員を雇用
していない、③実店舗を持たない、④農林漁業従事者では
ない者を対象としている。 

 
  答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

  フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

  連絡先 役所 （内線： ）携帯  



問１―２ 

（参考１）フリーランスの属性分布（出所：2021年に内閣官房

が関係省庁と共同実施したアンケート調査及び2020年内閣官

房「フリーランス実態調査結果」（2020年調査）を基に作成。） 

 

 

  



問１―３ 

（参考２）令和２年実態調査① 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



問１―４ 

（参考３）令和２年実態調査② 類似調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



問１―５ 

（参考４）令和３年追加調査（アンケート調査） 

 



問２―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 浜口 誠 君 
問２（対大臣）．保護の対象となるフリーランス

に該当するかどうかは、誰が判断するのか、ま
たその判断基準は、明確で分かりやすく示して
いくことが必要と考えるが、所見を伺う。 

 
保護の対象となるフリーランスに係る判断基準

についてのお尋ねがありました。 
 
１．本法案では、「業務委託の相手方である事業者

で従業員を使用しないもの」を「特定受託事業
者」と定義し、この法案において保護対象とな
るフリーランスの範囲を明確化しています。 

 
２．業務委託の相手方となるフリーランスが「特

定受託事業者」に該当するかどうかについては、
まずは、業務委託を行う発注事業者が判断する
こととなりますが、本法案の適用に当たって、
最終的な判断を行うのは、本法案の主管省庁で
ある公正取引委員会等となります。 

 
３．業務委託の相手方が「特定受託事業者」に該

当するかどうかを発注事業者が適切に判断でき
るよう、公正取引委員会のガイドライン等にお
いて、その判断基準を分かりやすくお示しした
いと考えています。 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯 



問２―２ 

（参考１）令和５年４月５日 衆・内閣委員会 議事録（抜粋） 

 

○浅野委員 ・・・また、国も、相談体制を整備して、フリー

ランスからの相談に対応する責務を有しておりますが、ちょ

っと気になっておりますのは、保護の対象となるフリーラン

ス、特定受託事業者の方が、自らが保護の対象ですよ、自ら

が特定受託事業者であるということを証明する必要がある場

合も想定されます。これを自分で幾ら言っても、認めてもら

えるかどうかというところが懸念点でありまして、誰がそれ

を判断するのかというのを伺いたいと思います。答弁よろし

くお願いします。 

 

○岩成政府参考人 お答えいたします。特定受託事業者である

ことにつきましては、まずは、特定受託事業者に業務委託を

行うこととなる特定業務委託事業者又は業務委託事業者が判

断することとなりますけれども、本法案の運用に当たって最

終的な判断を行うということになりますと、法案の所管省庁

である公正取引委員会等が判断をするということになります。

行政庁としては、特定業務委託事業者又は業務委託事業者が

取引の相手方が特定受託事業者かどうかというのを適切に判

断できるよう、判断基準等については、ガイドライン等の形

で対外的にもお示しすることとしたいというふうに考えてお

ります。 

 

 

 

 

 



問２―３ 

（参考２）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

（抜粋） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託

の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当

するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締

役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又

はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。）

がなく、かつ、従業員を使用しないもの 

２～４ （略） 

５ この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業

者に業務委託をする事業者をいう。 

６ この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託

事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用するもの 

二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用

するもの 

７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



問２―４ 

（参考３）従業員の使用の有無の判断時点について 

 

 

 



問３―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 浜口 誠 君 
問３（対大臣）．日本に居住するフリーランス

が、海外の事業者から業務を受託したり、海外
に居住するフリーランスが、日本の事業者から
業務を受託したりすることもあると考えるが、
こうした越境取引は、本法案の適用対象となる
か。  

 
越境取引への本法案の適用関係についてお尋ね

がありました。 
 
１．国又は地域をまたがる業務委託については、

その業務委託の全部又は一部が日本国内で行わ
れていると判断される場合には、本法案が適用
されると考えています。 

 
２．具体的には、日本に居住するフリーランスが

海外に所在する発注事業者から業務委託を受け
る場合や、海外に居住するフリーランスが日本
に所在する発注事業者から業務委託を受ける場
合について、 
・委託契約が日本国内で行われたと判断される
場合や 

・業務委託に基づき、フリーランスが商品の製
造やサービスの提供等の事業活動を日本国内
で行っていると判断される場合 

には、本法案が適用されると考えています。 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  





問４―２ 

３．引き続き、様々な業種の取引実態を踏まえつ
つ、発注事業者の負担と取引適正化の両面でバ
ランスを取りながら、関係者の意見をよく確認
して、具体的な事項を定めてまいります。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問４―３ 

（参考１）令和５年４月５日 衆・内閣委員会 議事録（抜

粋） 

○井坂委員 ・・・大臣に伺いますが、今回の法案では第三条の条件

明示の項目が少な過ぎるのではないでしょうか。 

 

○後藤国務大臣 今、先生の方からある程度政府の方針も御説明いた

だいたわけですけれども、第三条第一項では、発注事業者がフリー

ランスに業務委託した場合に書面等により明示しなければならない

項目が出ておりまして、そのほかに、受託、委託者の名称、業務委

託をした日、給付の提供場所、給付の期日等の業種横断的な事項を

定めることを予定しておりまして、法定三つに加えて、四つ加える

ということで検討をいたしております。 

  ただ、様々な業種の取引実態を踏まえつつ、引き続き、発注事業

者の負担と取引適正化の両面でバランスを取りながら、関係者の意

見をよく確認しながら、具体的な事項を定めることとしたいという

ふうに思っております。 

  







問５―２ 

３．次に、「取引条件の一方的な設定」については、
発注事業者が一方的に、通常支払われる対価と
比較して著しく低い報酬の額を不当に定める場
合には、本法案第５条第１項第４号で禁止する
「買いたたき」に該当し、勧告等の対象となり
得ると考えています。 

 
４．また、発注事業者が、特定受託事業者に対し、

正当な理由なく、自己の指定する物を強制して
購入させる場合には、本法案第５条第１項第５
号で禁止する「購入・利用強制」に該当し、勧
告等の対象となり得ると考えています。 

 
５．なお、下請代金法においても、ご指摘の「一

方的な発注取消し」や「取引条件の一方的な設
定」を包括的に禁止する規定はなく、本法案と
同様に、「受領拒否」、「買いたたき」、「購入・利
用強制」などを禁止することにより、下請取引
の適正化を図っているものと承知しています。 

 
６．本法案を適切に執行し、「一方的な発注取消し」

や「取引条件の一方的な設定」による不利益行
為の是正に取り組んでまいります。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問５―３ 

（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（特定業務委託事業者の遵守事項） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含

む。）に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げる

行為（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事

業者の給付の受領を拒むこと。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減

ずること。 

三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き

取らせること。 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対

し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定める

こと。 

五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図る

ため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の

指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させる

こと。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不

当に害してはならない。 

一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

と。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した

後（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後）に給付をやり

直させること。 
  



問５―４ 

（参考２）下請代金支払遅延等防止法（昭和三十一年法律第百二十号） 

 

（親事業者の遵守事項） 

第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の

各号（役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除

く。）に掲げる行為をしてはならない。 

一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付

の受領を拒むこと。 

二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。 

三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ず

ること。 

四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を

受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通

常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定める

こと。 

六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必

要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定す

る物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 

七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若

しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者に

ついて次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請

事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知ら

せたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他

不利益な取扱いをすること。 

２ 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号

（役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。）に掲げる行

為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならな

い。 

一～二 （略） 

三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

と。 

四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付

の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に（役務提

供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした

後に）給付をやり直させること。  





問６―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 浜口 誠 君 
問６．フリーランスが安全や健康を確保して働ける環
境の整備に向け、長時間労働を強いる契約の禁止な
ど、安全衛生面での対策を強化すべきと考えるが、
見解を伺う。 
 
長時間労働を強いる契約の禁止等、フリーランスの安

全衛生面での対策強化についてお尋ねがありました。 
 

１．本法案では、フリーランスの長時間労働を直接的に
禁止する規定は置いていません。 

 
２．他方、納期までの期間が通常より短い発注を行い、
その結果として特定受託事業者が外注すること等を余
儀なくさせられ、人件費等のコストが大幅に増加した
にもかかわらず、通常の納期で発注した場合の単価と
同一の単価を一方的に定めた場合には、法案第５条第
１項第４号で禁止する「買いたたき」に該当し、勧告
等の対象になり得ると考えています。 

 
３．また、議員ご指摘のとおり、フリーランスの方につ
いても、働き過ぎにより健康を害することのないよう
配慮することは重要であることから、現在、厚生労働
省では、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり
方に関する検討会」を開催し、その中で、フリーラン
スの方々の作業時間が長時間になり、健康を害するこ
とのないようにすることも議論していると聞いていま
す。 

 
４．この有識者検討会における検討結果も踏まえ、厚生
労働省において、適切な対応が取られるものと考えて
います。 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化

法制準備室  参事官 堀 泰雄  

連絡先：役所   携帯  

参考のみ続く 



問６―２ 

（参考１） 
個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 開催要綱 
 
１ 趣旨・目的 
  労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」
（同法第 1 条）ことを一義的な目的としており、これまで労働安全衛
生行政は、労使関係の下での労働者の安全衛生の確保を目的として
様々な施策を講じてきた。 

 
  なお、個人事業者等の安全衛生対策については、これまで関係省庁
との連携の下でのデリバリーサービスにおける交通事故防止対策につ
いての周知啓発等の個別分野対策に取り組んできたところである。 

 
  一方、令和３年５月に出された石綿作業従事者による国賠訴訟の最
高裁判決においては、有害物等による健康障害の防止措置を事業者に
義務付ける労働安全衛生法第 22 条の規定について、労働者と同じ場
所で働く労働者以外の者も保護する趣旨との判断がされた。これを踏
まえて、同規定に係る 11 の省令について、請負人や同じ場所で作業
を行う労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じるこ
とを事業者に義務付ける改正を行い、令和４年４月に公布されたとこ
ろである。 

 
  この省令改正について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会
では、労働安全衛生法第 22 条以外の規定について労働者以外の者に
対する保護措置をどうするべきか、注文者による保護措置のあり方、
個人事業者自身による事業者としての保護措置のあり方などについて、
別途検討の場を設けて検討することとされた。 

  また、これまで労働安全衛生法の対象としてきていない個人事業者、
中小企業事業主等についても業務上の災害が多く発生している状況に
ある。 

 
こうしたことから、労働者以外の者も含めた業務上の災害防止を図

るため、学識経験者、労使関係者による検討会を開催し、個人事業者
等に関する業務上の災害の実態把握、実態を踏まえ災害防止のために
有効と考えられる安全衛生対策のあり方について検討することとする。 

 
２ 検討事項 
（１）個人事業者等に関する業務上の災害の実態に関すること 
（２）個人事業者等の災害の実態を踏まえた災害防止対策のあり方に関

すること 
（３）個人事業者自らによる安全衛生確保措置の必要性及びその促進に

関すること 
（４）個人事業者等に関する業務上の災害の把握・報告等に関すること 
（５）個人事業者や中小企業の安全衛生水準の向上のための支援等に関

すること。 
（６）その他 
 
 
３ 構成等 
（１）本検討会は、別紙の参集者により構成する。 
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（２）本検討会には座長を置き、議事を整理する。 
（３）本検討会は、必要に応じて、別紙の参集者以外の者を参集するこ

とができる。 
（４）本検討会は、必要に応じて、関係者からヒアリングを行うことが

できる。 
 
４ その他 
（１）検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開するも

のとする。ただし、個別事案を取り扱う場合においては、個人・企
業情報の保護の観点等により、公開することにより、特定の者に不
当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある場合等において、
座長が非公開が妥当であると判断した際には、非公開で実施するこ
ともできるものとする。なお、非公開とする場合には、その理由を
明示するとともに、議事要旨を公開する。 

（２）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部において行
う。 



問６―４ 

（参考２） 

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会参集者名簿 

青木
あ お き

富三
ふ み

雄
お

 （一社）住宅生産団体連合会環境・安全部長 

大木
お お き

 勇
い さ
雄
お

 （一社）建設産業専門団体連合会副会長 

小野
お の

 秀昭
ひであき

 （株）運輸・物流研究室取締役フェロー 

鹿野
か の

菜穂子
な お こ

 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

日下部
く さ か べ

 治
おさむ

 東京工業大学名誉教授 

小菅
こ す げ

 元生
も と お

 日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局局長 
（～第６回検討会） 

清水
し み ず

 英次
え い じ

 陸上貨物運送事業労働災害防止協会埼玉県支部朝霞分会
長 

鈴木
す ず き

 重也
し げ や

 （一社）日本経済団体連合会労働法制本部長 

高山
たかやま

 典
の り
久
ひ さ

 （一社）ITフリーランス支援機構代表理事 

田久
たきゅう

  悟
さとる

 全国建設労働組合総連合労働対策部長 

出口
で ぐ ち

 和則
かずのり

 （一社）全国建設業協会労働委員会委員 

土橋
ど ば し

  律
り つ

 東京大学大学院工学系研究科教授 

中村
なかむら

 昌
ま さ
允
よ し

 東京大学工学系研究科非常勤講師 

本多
ほ ん だ

 敦郎
あつろう

 （一社）日本建設業連合会安全委員会安全対策部会長 

三柴
み し ば

 丈
た け
典
の り

 近畿大学法学部教授 

森
も り

  晃
こ う
爾
じ

 産業医科大学産業生態科学研究所教授 

山脇
やまわき

 義光
よしみつ

 日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局長 
（第７回検討会～） 

（５０音順） 
 



問６―５ 

（参考３） 
 
第 10回「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」 

資料３より抜粋 





問７―２ 

３．本法案の内容をしっかりと周知するとともに、
本法案を適切に執行することにより、「買いたた
き」に該当するような報酬額の設定などの不利
益行為の是正に取り組んでまいります。 
また、施行までの間に、公正取引委員会等が

策定する運用基準等において、「買いたたき」の
考え方を含め、どのような行為が禁止行為に該
当するのか、その考え方を明確化していくこと
を予定しています。 

 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問７―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（特定業務委託事業者の遵守事項） 

第五条 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託（政令

で定める期間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新に

より当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含

む。）に限る。以下この条において同じ。）をした場合は、次に掲げる

行為（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。 

一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の受領を拒むこと。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減

ずること。 

三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き

取らせること。 

四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対

し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定める

こと。 

五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るた

め必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定

する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不

当に害してはならない。 

一 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させるこ

と。 

二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業

者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した

後（第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあって

は、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後）に給付をやり

直させること。 

 

 



問８―１ 

（対後藤大臣） 
４月２１日 参・本会議 浜口 誠 君 
問８（対大臣）．フードデリバリーのプラットフ

ォーム事業者など、仲介事業者に係る規制は盛
り込まれていないが、仲介事業者の責任や業規
制について、関係法令の改正が必要と考える
が、見解如何。  

 
 仲介事業者の責任や業規制についてのお尋ねが
ありました。 
 
１．本法案においては、 
・ 仲介事業者が、単に発注事業者とフリーラ

ンスとの間の業務委託契約をあっせんしてい
る場合には、契約形態上は「業務委託契約」
に該当しませんが、 

・ 契約形態だけでなく、①委託内容への関与
の状況、②金銭債権の内容・性格、③債務不
履行時の責任主体等の取引実態を総合的に判
断した結果、実質的にその事業者が「業務委
託」を行っていると評価できる場合には、本
法案における規制対象である「特定業務委託
事業者」に該当することとなります。 

 
２．内閣官房が実施したフリーランス実態調査に

よれば、「仲介事業者が報酬や業務内容などの条
件を決めているが、一方的に条件を変更された」
とのトラブルが約５割を占めています。 
  

３. このような実態も踏まえながら、仲介事業者
が「業務委託」を行っていると判断できる場合
には、本法案を適切に執行し、フリーランスの
取引適正化を図ってまいります。 
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答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 
  



問８―３ 

（参考１）仲介事業者とのトラブルの内容 

 

 

  







問９―１ 

（対後藤大臣） 
４月 21 日 参・本会議 浜口 誠 君 
問９（対大臣）．フリーランスは、委託事業者が

本法案に違反した場合、公正取引委員会、中小
企業庁及び厚生労働省に申し出て、適当な措置
を求めることができるが、ハラスメント等の被
害を受けたフリーランスが安心して申出ができ
る環境をどう作っていくか。また、事実認定に
異議がある場合について、具体的にどのように
対応するのか、見解を伺う。 

 
フリーランスが行政機関に安心して申し出る

ことができる環境整備等についてお尋ねがあり
ました。 

 
１．本法案では、発注事業者は、ハラスメント対

策として、フリーランスからの相談に対応する
ために必要な体制を整備しなければならないこ
ととしています。 
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２．また、発注事業者がハラスメント対策を講じ
ていないとして、フリーランスが厚生労働大臣
に申出をしたことを理由として、発注事業者が
フリーランスに不利益な取扱いをすることを禁
止するとともに、これに違反した場合には、厚
生労働大臣が指導・勧告等を行うことができる
こととしています。 
 こうした制度をしっかりと周知することによ
り、フリーランスが安心して申出ができる環境
を整備してまいります。 

 
３．実際にフリーランスから申出があった場合に

は、都道府県労働局において、関係者から事情
を聴取し、法違反の有無を確認します。 
 また、発注事業者が講じた対策に係る都道府
県労働局の事実認定については、フリーランス
の方々に異議がある場合も含め、当該事実認定
に至った理由等について丁寧に説明してまいり
ます。 
  

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化

法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所   携帯  
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（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

第二章 特定受託事業者に係る取引の適正化 

（申出等） 

第六条 業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この

章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企

業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求

めることができる。 

３ 業務委託事業者は、特定受託事業者が第一項の規定による申出をし

たことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削

減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

 

第三章 特定受託業務従事者の就業環境の整備 

（業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置

等） 

第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業

務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言

動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要

な措置を講じなければならない。 

一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者

（その者が第二条第一項第二号に掲げる法人の代表者である場合

にあっては、当該法人）に係る業務委託の条件について不利益を

与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害

すること。 

二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生

労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害

すること。 

三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係

る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特

定受託業務従事者の就業環境を害すること。 

２ 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行った

こと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に
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事実を述べたことを理由として、その者（その者が第二条第一項第二

号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人）に対し、

業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならな

い。 

 

（申出等） 

第十七条 特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとす

る特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、

厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきこと

を求めることができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調

査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に

基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。 

３ 第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。 

 

（勧告） 

第十八条 厚生労働大臣は、特定業務委託事業者が第十二条、第十四

条、第十六条又は前条第三項において準用する第六条第三項の規定に

違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、その

違反を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきことを勧告

することができる。 

 

（命令等） 

第十九条 厚生労働大臣は、前条の規定による勧告（第十四条に係るも

のを除く。）を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置

をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る

措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を

公表することができる。 

３ 厚生労働大臣は、前条の規定による勧告（第十四条に係るものに限

る。）を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとら

なかったときは、その旨を公表することができる。 
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（報告及び検査） 

第二十条 厚生労働大臣は、第十八条（第十四条に係る部分を除く。）

及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事

業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告を

させ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入

り帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

３ 第十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による立入検査

について準用する。 

 

第四章 雑則 

（指導及び助言） 

第二十二条 公正取引委員会及び中小企業庁長官並びに厚生労働大臣は、

この法律の施行に関し必要があると認めるときは、業務委託事業者に

対し、指導及び助言をすることができる。 

 





問１０―２ 

 
３．なお、ご指摘の労働基準監督署については、

労働者性が認められるフリーランスの方々の保
護を図るため、引き続き、労働者性の判断が的
確に行われるようにするとともに、労働基準関
係法令違反が認められる場合には、厳正に監督
指導が行われるよう、厚生労働省において適切
に対応することが重要であると考えています。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己  

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問１０―３ 

（参考１）令和５年４月５日 衆・内閣委員会議事録（速記録

抜粋：執行体制、ガイドライン関係） 

 

○岩谷委員 ・・・そうすると、こういう申出が今回の法案成

立によって急激に増えていくという事態も想定されるわけで

すけれども、そうすると業務がパンクするんじゃないかとい

うようなことも思うんですが、これは体制整備をしっかりし

ていただきたいと思いますけれども、大丈夫ですかね。 

 

○岩成政府参考人 お答えいたします。施行体制についてのお

尋ねでありますけれども、所管省庁である公正取引委員会、

中小企業庁及び厚生労働省において、地方組織を含め十分な

体制を整備するなど、今後、必要な人員及び体制の確保に努

めていくとともに、所管省庁同士の連携を高めて、指導や勧

告などを適切に行えるように施行までに準備を進めたいとい

うふうに思っております。 

また、違反行為の未然防止のための取組を推進することも

重要であると考えております。まず、施行までの間に本法案

の内容を周知することと、それから、関係者の意見を広く聞

いた上でガイドライン等を作成するとともに、発注事業者に

おいて取引慣行の改善を図ることも重要でありますので、必

要に応じて、業所管省庁とも連携して、各業界団体を通じた

フリーランス取引の適正化に向けて働きかけるなど、違反行

為の未然防止にもしっかりと取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



問１０―４ 

（参考２）令和５年４月５日 衆・内閣委員会議事録（速記録

抜粋：周知関係） 

 

○國重委員 ・・・例えば、これだけを見れば法案の内容は全

部理解できるというような分かりやすい動画を、広報の専門

家など外部の力もかりながら作成をする、それを役所のホー

ムページのトップに載せたり、検索したらすぐに出てくるよ

うにする、こういうことも大事になるかと思います。内容、

手段、いずれも工夫をして、本法案の周知に力を入れていた

だきたいと思いますけれども、今後の具体的な取組について、

後藤大臣にお伺いします。 

 

○後藤国務大臣 本法案は、いわゆるフリーランスの方々に業

務委託を行う発注事業者に対して書面交付の義務を課すこと

等によりまして、フリーランスに係る取引の適正化等を図る

ものでございます。これらの義務を実効的なものとし、フリ

ーランスの方々を適正に保護するためには、施行までの間に、

この法律の趣旨、内容について十分な、必要があるというふ

うに考えております。このため、議員御指摘の、事業者団体

等を通じた周知や動画配信による周知に加えて、関係者への

説明会、パンフレットの配布、関係省庁のウェブサイトやＳ

ＮＳへの掲載など、様々な方法で、広く国民にとって分かり

やすいものとなるようにしっかりと周知活動を行ってまいり

たいと存じます。 

 

 




